
尾張西部国営施設機能保全事業 

日光川河口排水機場補機・電気設備更新工事（第２回変更） 
 

現場説明事項 

１．一般事項 

１） 見積に関する事項について 

（１） この工事の見積の提出は、工事請負変更契約書案、契約変更等協議文書及びこの現場説明事項

に記載する条件により東海農政局随意契約見積心得（以下「見積心得」という。）に従って行うも

のとする。 

ただし、見積心得第５条第４項については「第２項の見積りには、前条に規定する無効の見積

りをした者は参加することができないものとする。」と読み替える。 

また、郵送、電子契約システム又は電子メールによる見積の場合は、次のことに留意すること。 

・見積の結果、予定価格に達した見積がないときの再度の見積については、別途、指示するの

で、契約変更等協議書４．変更見積書提出日時に連絡のとれるようにすること。 

・郵送による見積書の提出については、契約変更等協議書４．変更見積書提出日時の前日（前

日が行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休

日の場合は、その直前の開庁日）までに東海農政局会計課事業経理調整係へ必着のこと。た

だし、提出方法については簡易書留に限る。 

・電子契約システムによる見積書の提出については、契約変更等協議書４．変更見積書提出日

時までに完了すること。 

・電子メールによる見積書の提出については、契約変更等協議書４．変更見積書提出日時まで

に tokai_nyusatu@maff.go.jp 宛送信すること。 

（２） 本工事の見積に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法

律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（３） 契約決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て契約価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記載するこ

と。 

 

２） 工事請負変更契約書案について 

別紙のとおり。 

 

２．特別指示事項 

１） 一般事項 

変更なしにつき省略。 

 

２） 工事概要 

特別仕様書に示すとおり。 

 

３） 工事仕様書 

土木工事共通仕様書、施設機械工事等共通仕様書、特別仕様書による。 

 

４） 契約に係る事項 

変更なしにつき省略。 

 

３．質 疑 

現場説明事項に関する質問があるときは、令和８年３月９日 12 時までに書面（FAX 可）をもって東海

農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所保全整備課長あてに提出するものとする。 

質問があった場合は令和８年３月９日 17 時までに書面で回答する。 

 



(別 紙) 

 

契 約 に 係 る 事 項 

 

 

１．工種体系区分等について 

本工事における工種区分は、「用排水機設備製作据付工事（修繕）」を適用している。 

積算体系年月及び適用単価年月は、「令和５年６月」を適用している。 

なお、第１回変更及び第２回変更新規追加工種の適用単価年月は「令和７年５月」を適用している。 

共通仮設費率及び現場管理費率の補正に係る施工地域区分は、「補正なし」を適用している。 

 

２．輸送費について 

現場から工場までの距離は、386km を想定している。 

 

３．電気配線について 

（削除） 

 

４．建設発生土について 

建設発生土受入地は、特別仕様書第６章３に示すとおりとする。 

なお、建設発生土受入地までの距離は、16.3km 以下を想定している。 

 

５．建設資材廃棄物について 

（削除） 

 

６．電気設備修繕工の直接経費について 

電気設備修繕工の施工に必要な直接経費（機械経費）は、以下のとおり想定している。 

番号 作業項目 名称 日数 備 考 

１ 機場内天井クレーン使用工事 

 

発動発電機 40 日 150kVA 

２ ケーブルダクトの設置工事 

ケーブルダクト内の配線工事 

橋梁点検車 ８日 作業床高約 6m 

積載重量 200kg 

３ 照明設備の撤去工事 

照明設備の配管・配線工事 

照明設備の設置工事 

高所作業車 

 

６日 作業床高 11～12m 

積載重量 200kg 

 

 

 

※下線部は変更箇所 


